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1 H29.9.25 H29.10.2
特定非営利活動法人○○の会
計財産目録（平成16年度から
平成25年度まで）

10 1
生活文化局都
民生活部管理
法人課

2 H29.9.27 H29.10.3 宗教法人○○の最新の規則 9 1 1 1

（7条2号）責任役員の氏名については、個人に関す
る情報で、特定の個人を識別することができるため
（7条4号）印影については、偽造等による犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

生活文化局都
民生活部管理
法人課

3 H29.9.20 H29.10.4

宗教法人○○又は宗教法人■
■に関わる以下の書類。
①墓地等経営許可申請書及び
添付書類全部
②墓地経営許可書
③墓地変更許可申請書及び添
付書類全部
④墓地変更許可書

1
当該文書は、生活文化局（都民生活部管理法人課）
では保有しておらず、存在しない。

生活文化局都
民生活部管理
法人課

4 H29.10.3 H29.10.4
特定非営利活動法人○○の事
業報告書（平成15年度から平
成24年度まで）

79 1 1 1 1

（7条2号）監事、社員及び代表権のある理事以外の
理事に係る氏名及び住所又は居所については、個人
に関する情報で特定の個人を識別できるため
（7条3号）金融機関名、支店名、売掛金並びに短期
借入金、未払費用、預り金及び長期借入金相手先に
ついては、法人の事業活動を行う上での内部管理に
属する事項に関する情報であり、公にすることによ
り、法人の競争上又は事業運営上の地位が損なわれ
るため
（7条4号）印影については、公にすることにより、
偽造等の犯罪の予防に支障を及ぼすため

生活文化局都
民生活部管理
法人課

5 H29.8.8 H29.10.5

私立学校教育助成金調査表
（Ａ表）「１資金収支計算
書」「２事業活動収支計算
書」及び「３貸借対照表」
（平成28年度決算）（学校法
人○○外114法人）

345 1 1

（7条3号）財務諸表の小科目等詳細な項目について
は、開示することにより法人の収入・支出及び財産
の状況を相当程度具体的に把握することが可能とな
り、法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会
的地位が損なわれると認められるため

生活文化局私
学部私学行政
課

6 H29.8.10 H29.10.6 諮問第924号意見書外10件 1 1 1 1

（7条2号）対象公文書は個人に関する情報で特定の
個人を識別できるものであるため
（7条5号）本件対象公文書は、東京都情報公開審査
会における審議、検討に供した情報であり、公にす
ることにより、今後同種の審議において、審査請求
人が書面の提出をちゅうちょする結果、自由に意見
を表明することが困難となり、東京都情報公開審議
会における意思決定の中立性が不当に損なわれるお
それがあるため
（7条6号）審査請求人は、書面そのものが公表され
ないことを前提として実施機関に対して本件対象公
文書の提出を行っている。そのため、公にすること
により、審査請求人が書面の提出をちゅうちょする
結果、自由に意見を表明することが困難となり、東
京都情報公開審議会における意思決定の中立性が不
当に損なわれることにより、当課が行う諮問案件の
適正な処理に支障をきたし、情報公開審査会の運営
事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認
められるため

生活文化局広
報広聴部情報
公開課

7 H29.10.2 H29.10.11
東京都写真美術館（26）改修
空調設備工事工事内訳書

30 1
生活文化局文
化振興部企画
調整課

8 H29.10.3 H29.10.12

私立学校教育助成金調査表
（Ａ表）「１資金収支計算
書」「２事業活動収支計算
書」及び「３貸借対照表」
（平成28年度決算）（学校法
人○○）

3 1 1

（7条3号）財務諸表の小科目等詳細な項目について
は、開示することにより法人の収入・支出及び財産
の状況を相当程度具体的に把握することが可能とな
り、法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会
的地位が損なわれると認められるため

生活文化局私
学部私学行政
課

9 H29.10.2 H29.10.12

私立学校教育助成金調査表
（Ａ表）「１資金収支計算
書」「２消費収支計算書又は
事業活動収支計算書」及び
「３貸借対照表」（平成25年
度から平成28年度まで）（学
校法人○○）

12 1 1

（7条3号）財務諸表の小科目等詳細な項目について
は、開示することにより法人の収入・支出及び財産
の状況を相当程度具体的に把握することが可能とな
り、法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会
的地位が損なわれると認められるため

生活文化局私
学部私学行政
課

10 H29.10.3 H29.10.17
江戸東京博物館（29）ホール
等改修電気設備工事　工事内
訳書

82 1
生活文化局総
務部総務課

11 H29.10.4 H29.10.18

情報公開制度の概要について
情報公開制度における非開示
の考え方
平成29年度　情報公開・個人
情報保護研修　事例研究　設
例編（情報公開）
平成29年度　情報公開・個人
情報保護研修　事例研究　解
説編（情報公開）

39 1
生活文化局広
報広聴部情報
公開課

12 H29.10.4 H29.10.18
NPO申請の20の分野のそれぞれ
の専門職存在の有・無の特段
の審査基準

1
請求に係る公文書は、実施機関では作成及び取得し
ておらず、存在しない。

生活文化局都
民生活部管理
法人課

決定区分 （根拠規定）条例7条
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13 H29.10.4 H29.10.18
NPO法第9条の職員研修等の条
文理解深める資料。

1
請求に係る公文書は、実施機関では作成及び取得し
ておらず、存在しない。

生活文化局都
民生活部管理
法人課

14 H29.10.13 H29.10.18

私立学校教育助成金調査表
（Ａ表）「１資金収支計算
書」「２事業活動収支計算
書」及び「３貸借対照表」
（平成28年度決算）（学校法
人○○）

3 1 1

（7条3号）財務諸表の小科目等詳細な項目について
は、開示することにより法人の収入・支出及び財産
の状況を相当程度具体的に把握することが可能とな
り、法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会
的地位が損なわれると認められるため

生活文化局私
学部私学行政
課

15 H29.10.16 H29.10.19

特定非営利活動法人○○の事
業報告書類のうち、「財産目
録」、「貸借対照表」「収支
計算書」（平成21年度から平
成25年度まで）

15 1 1

（7条3号）金融機関名及び支店名については、法人
の事業活動を行う上での内部管理に属する事項に関
する情報であり、公にすることにより、法人の競争
上又は事業運営上の地位が損なわれるため

生活文化局都
民生活部管理
法人課

16 H29.9.4 H29.10.19

私立学校教育助成金調査表
（Ａ表）「１資金収支計算
書」「２事業活動収支計算
書」及び「３貸借対照表」
（平成28年度決算）（学校法
人○○外71法人）

216 1 1

（7条3号）財務諸表の小科目等詳細な項目について
は、開示することにより法人の収入・支出及び財産
の状況を相当程度具体的に把握することが可能とな
り、法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会
的地位が損なわれると認められるため

生活文化局私
学部私学行政
課

17 H29.10.6 H29.10.20
江戸東京博物館（29）ホール
等改修電気設備工事　工事設
計書

82 1
生活文化局総
務部総務課

18 H29.10.10 H29.10.23

学校法人○○の平成28年度の
財務計算書類のうち、資金収
支計算書、資金収支内訳表、
人件費支出内訳表、事業活動
収支計算書、事業活動収支内
訳表及び貸借対照表

20 1 1

（7条3号）財務諸表の小科目等詳細な項目について
は、開示することにより法人の収入・支出及び財産
の状況を相当程度具体的に把握することが可能とな
り、法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会
的地位が損なわれると認められるため

生活文化局私
学部私学行政
課

19 H29.10.18 H29.10.23

私立学校教育助成金調査表
（Ａ表）「１資金収支計算
書」「２消費収支計算書又は
事業活動収支計算書」及び
「３貸借対照表」（平成26年
度から平成28年度まで）（学
校法人○○外1法人）

18 1 1

（7条3号）財務諸表の小科目等詳細な項目について
は、開示することにより法人の収入・支出及び財産
の状況を相当程度具体的に把握することが可能とな
り、法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会
的地位が損なわれると認められるため

生活文化局私
学部私学行政
課

20 H29.10.10 H29.10.24
江戸東京博物館（29）ホール
等改修電気設備工事　工事内
訳書

82 1
生活文化局総
務部総務課

21 H29.10.20 H29.10.24

私立学校教育助成金調査表
（Ａ表）「１資金収支計算
書」「２消費収支計算書又は
事業活動収支計算書」及び
「３貸借対照表」（平成26年
度から平成28年度まで）（学
校法人○○）

9 1 1

（7条3号）財務諸表の小科目等詳細な項目について
は、開示することにより法人の収入・支出及び財産
の状況を相当程度具体的に把握することが可能とな
り、法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会
的地位が損なわれると認められるため

生活文化局私
学部私学行政
課

22 H29.10.23 H29.10.31

私立学校教育助成金調査表
（Ａ表）「１資金収支計算
書」「２事業活動収支計算
書」及び「３貸借対照表」
（平成28年度決算）（学校法
人○○）

3 1 1

（7条3号）財務諸表の小科目等詳細な項目について
は、開示することにより法人の収入・支出及び財産
の状況を相当程度具体的に把握することが可能とな
り、法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会
的地位が損なわれると認められるため

生活文化局私
学部私学行政
課

23 H29.10.25 H29.10.31

私立学校教育助成金調査表
（Ａ表）「１資金収支計算
書」「２事業活動収支計算
書」及び「３貸借対照表」
（平成28年度決算）（学校法
人○○）

3 1 1

（7条3号）財務諸表の小科目等詳細な項目について
は、開示することにより法人の収入・支出及び財産
の状況を相当程度具体的に把握することが可能とな
り、法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会
的地位が損なわれると認められるため

生活文化局私
学部私学行政
課


